
① 登記事項証明書（申請日の２か月以内のもの） ① 身分証明書（本籍地の市町村長が発行するもので、

※履歴事項全部証明書 申請日の２か月以内のもの）及び営業証明書（営業

※原本を提出 地の市町村長が発行、申請日の２か月以内のもの）

※事業協同組合等は定款の写しも提出 ※原本を提出

② 財務諸表（直前決算１年分） ② 財務諸表

※決算が半期決算の場合は２期分

ア 青色又は白色申告書の写し

ア 貸借対照表 イ 貸借対照表

イ 損益計算書 ウ 損益計算書

ウ 株主資本等変動計算書

次の書類は、法人事業者・個人事業者共通です。

③ 電子申請時における受付完了画面　※秋田県物品等調達支払管理システムで画面印刷

④ 納税証明書（下記の納税証明書一覧に該当する証明書）　※原本を提出

⑤ 役員等調書（要綱第５条（４）①関係）

法人事業者は、登記事項証明書に記載されている役員（監査役（個人）、支店長などを含む）について作成し提出

※事業協同組合等は、役員の一覧が分かる書類も提出

個人事業者は、事業主について作成し提出

※電子（エクセル）データは、電子メールで 『 buppin@pref.akita.lg.jp 』 宛てに送付してください。

⑥ 誓約書（要綱第５条（４）②関係）

⑦ 許可・認可を証する証明書の写し（許認可等を必要とする業種のみ提出）

⑧ 障害者雇用に関する書類

障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者雇用状況の報告を行っている場合は、

その報告書の写しを提出

⑨ ＩＳＯ（９００１・９００２）取得及び１４００１取得に係る証明書

国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ（９００１・９００２）又は１４００１の認証取得者は、その写しを提出

⑩ 男女共同参画職場づくり事業の認定書

男女共同参画職場づくり事業の認定を受けている場合は、その認定書の写しを提出

⑪ 地域貢献活動取組報告書

地域貢献活動への取組状況の確認を受ける場合は、その報告書を提出

⑫ 賃金水準向上への取組状況に関する書類

賃金水準向上への取組状況の確認を受ける場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出（２年分）

※合計表における１人当たりの「俸給・給与・賞与等の支払額」が対前年比で１．５％以上増加していること

⑬ えるぼし認定、えるぼしチャレンジ認定、くるみん認定、ユースエール認定の認定書又は女性活躍推進関係表彰の表彰状

・えるぼし認定、えるぼしチャレンジ認定、くるみん認定又はユースエール認定を受けている場合は、その認定書の写しを提出

・女性活躍推進関係表彰（秋田県女性の活躍推進企業表彰、秋田県子ども・子育て支援知事表彰
　（あきた子育て応援企業表彰）、あきたの出会い・結婚応援企業表彰）を受けている場合は、その表彰状の写しを提出

⑭ 印刷設備調査票　※　印刷業者のみ

印刷設備の状況について作成し提出（固定資産台帳の写し等を添付すること）

ア 法人税

イ 消費税

ウ 所得税

エ 法人都道府県民税

オ 法人事業税

カ 個人事業税

キ 秋田県の県税について

滞納がない旨の証明書

※　ア・イ・ウは税務署、エ・オ・カ・キは都道府県の県税事務所からの証明。

新規及び継続申請添付書類一覧

法人事業者 個人事業者

納税証明書一覧（申請日の直前１年間の事業年度における次の表に該当する証明書）

法人事業者 個人事業者

県内 県外 県内 県外

○ ○　本社分

（その３の３） （その３の３）

○ ○　本社分 ○ ○　本社分

（その３の３） （その３の３） （その３の２） （その３の２）

○ ○本社分

（その３の２） （その３の２）

○　本社分

○　本社分

○　本社分

○ ○ ○ ○

（県内に支店がある場合） （県内に支店がある場合）


